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当面の対応の基本方針
（平成26年10月24日公表）

本年５月末に示された公定価格の仮単価提示を受けて、下記事項の検討ないし

対応について、最大限努力する。

記

１．公定価格について、下記の各事項を早急に検討すべき課題と位置付ける。

具体的な対応案の詳細の内容については、予算編成過程で検討する。

①現に幼保連携型認定こども園を運営している施設が新制度に基づく

幼保連携型認定こども園に移行する場合における施設長の人件費に係る

経過措置

②少人数の１号定員を設定する認定こども園について、公平性の観点から、

１号認定固有の加算項目に係る加算要件のあり方

③定員規模に応じた各種加算・加配要件等のあり方

２．各都道府県等の地方自治体独自の助成内容に係る検討及び方針の早期公

表等の要請（９月４日要請、10月１日付事務連絡で改めて要請済）
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現に施設長である者が退職等した時点まで（ただし、５年を限度とする）経過措置を設けることとする。

①現行の幼保連携型認定こども園が新制度に基づく幼保連携型認定こども園に
移行する場合における施設長の人件費の対応について

認可幼稚園 認可保育所

園長（１人）

副園長・教頭（１人）

主幹教諭（１人）

教諭

所長（１人）

主任保育士（１人）

保育士

単一の施設・一つの認可

園長（１人）

副園長・教頭（１人）

主幹保育教諭（１人）

保育教諭

主幹保育教諭（１人）

保育教諭

二つの施設・二つの認可

合計２人の園長が１人となる

私学助成 保育所運営費
施設型給付費
（新制度）

計２人 １人
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現行の幼保連携型認定こども園 新制度移行 新幼保連携型認定こども園

園長
１人分

（経過措置）



１号認定 １人～９人＊１ １０人～１５人＊１ １６人～

副 園 長 ・ 教 頭 設 置 ○ ○ ○

学級編制調整加配注 １ ○ ○ ○

チ ー ム 保 育 加 配 注 ２ ○ ○ ○

仮単価時収入見込注 ３

8,900～10,200万円

+0～+1,300万円

＜ + 5人 ＞

10,600～11,400万円

+1,700～+2,500万円

＜ + 5人 ＞

〔 〕内は同一規模の保育所との比較
＜ ＞内は同一規模の保育所と比較し
て加算要件等を満たすために追加して
配置が必要な職員数

注１ 学級編制調整加配加算 １号及び２号の定員の合計が３６人以上の場合に保育教諭を１人加配（職員の雇用が必要）
注２ チーム保育加配加算 １号と２号（３歳以上児）の合計の定員規模に応じて、保育教諭を加配（職員の雇用が必要）
注３ 「仮単価提示収入見込」は、以下の前提条件の場合に、仮単価を基に計算した収入見込

施設全体の定員９０人、副園長・教頭設置加算、学級編制調整加配加算、チーム保育加配加算（２人）を実施
注４ 「対象外とした場合の収入見込」は、１号が少数（１５人以下（＊１））の場合に加算の対象外とした場合の収入見込み

※ １号定員に係る公定価格は、実際の１号の利用人数に応じて園に支払われる。

②認定こども園が少数の１号定員を設定する場合の対応について

（１号の実員が少数となった場合の認定こども園の収入見込）

○加算要件については、仮単価でお示ししたとおりとする。

満３歳以上 満３歳未満
①１号認定 ②２号認定 ③３号認定

認定こども園 ○（※） ○ ○

保 育 所 － ○ ○

幼 稚 園 ○ － －

※ 幼保連携型認定こども園の場合は定員を設定しないことも可能。

⇒ ただし、その場合は、１号認定の公定価格に設定されている「副園長・教頭設置」、「学級編制調整加配加算」、
「チーム保育加配加算」等の対象外としている。

（参考）各施設において設定可能な利用定員と認定区分との関係
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幼稚園や認定こども園の教諭等の配置状況が園によって大きく異なることから、基本分単価に含まれる
教諭数を超えて教諭を配置している場合は、公定価格上、加配加算により対応することとしているが、現
行の私学助成からの円滑な移行を踏まえ、大規模園について、その見直しを行う。

③大規模園の実態を踏まえた加配加算の見直し

○１号子ども給付の基本分単価に含まれる教諭数について、公定価格上、以下のとおり設定（注１）

４歳児以上 園児３０人：教諭１人
３歳児 園児２０人：教諭１人（注２）

○しかしながら、現状の私立幼稚園の教諭の配置状況には園ごとに大きく異なり、この配置数のみでは実態を十分にカバーでき
ないこと、規模が大きくなるにつれその格差が大きくなることから、加配加算の算定上限数を定員規模に応じて引き上げて設定。

○これにより、実際に基本配置数を超えて教諭を配置している園については、加配加算を算定できることとしている。

利用定員※ 算定上限数

～４５人 １人

４６人～１５０人 ２人

１５１人～２７０人 ３人

２７１人～ ４人

仮単価設定の際の考え方

仮単価での算定上限数

注１）これ以外に、定員規模に応じて、常勤１人の加配（学級編制調整加配・休けい保育教諭加配）。
注２）満３歳児（学齢２歳児）について、園児６人：教諭１人の配置を行っている場合は、加算で評価

※利用定員は３歳以上の合計

大規模園を中心として、「配置
基準＋チーム保育加配」でカ
バーできる教員数と、私学助
成対象の実教員数の乖離が
大きく、減収となる園が多数生
ずるおそれ

⇒ 平均的規模を上回る園に
ついて、現行私学助成との
乖離が大きくならないよう、
算定上限を引き上げ

利用定員※ 算定上限数

～４５人 １人

４６人～１５０人 ２人

１５１人～２４０人 ３人

２４１人～２７０人 ３．５人

２７１人～３００人 ４人

３０１人～４５０人 ５人

４５１人～ ６人

算定上限数（見直し案）
（チーム保育加配加算）
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保育所
小規模保育事業

Ａ型 Ｂ型

職
員

職員数
０歳児 ３：１
１・２歳児 ６：１

保育所の配置基準＋１名 保育所の配置基準＋１名

資格

保育士
※保健師又は看護師の特例有（１人
まで）

保育士
※保育所と同様、保健師又は看護師の
特例を設ける。

１／２以上保育士
※保育所と同様、保健師又は看護師の特
例を設ける。

※保育士以外には研修実施

＜小規模保育事業の職員配置基準＞
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※公定価格算定上の職員１人当たりの人件費等（人件費、社会保険料事業主負担金等）
保育士 約４６０万円（うち人件費約３６０万円）
保育士以外の保育従事者 約２００万円（うち人件費約１８０万円）

⇒ 認可基準上、保育士と保育士以外の保育従事者では、求められる役割に差はないことか
ら、格差が大きすぎるとの指摘

⇒ 約２００万円（うち人件費約１８０万円）→約３００万円（うち人件費約２５０万円）
に見直し

④小規模保育Ｂ型の保育士以外の職員の人件費単価の改善について
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⇒ 事業所内保育事業の公定価格の設定上、減価償却費加算を設けていないことから、
公平性の観点から対象とするよう指摘

⇒ 事業所内保育事業も加算対象とする。

保
育
所

【新設・建て替え】

施設整備費補助金
（一般会計）

Or

減価償却費加算

財政支援

事
業
所
内 【新設・建て替え】

施設整備費補助金＊

（雇用保険事業）
＊１事業主につき、助成が１回限りと

いった制約あり

※減価償却費加算は無し

財政支援

※減価償却費加算
施設整備費補助金を受けずに整備した施

設に対して、施設整備に係る費用を長期平
準化して公定価格に組み込み支援

⑤事業所内保育事業に対する減価償却費加算の取扱いについて



（参考）幼稚園と保育所の公定価格の構造（主要な要素）

【幼稚園･認定こども園（１号）】 【保育所･認定こども園（２･３号）】

質改善

＝追加財
源必要

現行水準

＝追加財
源不要

基
本
分
単
価

（人件費）
○園長
○配置基準に基づく教諭
○非常勤講師（一部施設のみ）
○事務職員 など

（人件費以外）

基
本
分
単
価

（人件費）
○配置基準に基づく保育士
○休けい保育士
○調理員２人
○事務職員 など

（人件費以外）

その他冷暖房費加算など

副園長・教頭設置加算

（学級編制調整加配加算）

チーム保育加算

その他冷暖房費加算など

所長設置加算

事務職員雇上費加算

入所児童処遇特別加算

３歳児の配置改善加算

処遇改善加算

事務職員追加配置（基本分単価）

３歳児の配置改善加算

処遇改善加算

常勤１人＋非常勤１人（３時間）追
加配置（基本分単価）

研修代替要員（基本分単価）

主幹教諭専任加算 主任保育士専任加算

その他療育支援加算などその他療育支援加算など
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